
 

【導入】 

「この馬鹿！」「違うだろ！」 

頭上に響き渡る、心無い罵声。 

何度頭を下げても、止むことはない。 

─────これは、最近話題になった、ある女性国会議員の秘書の被害…ではありません。 

営業部のオフィス。建設作業の現場。そして、飲食店の厨房…。 

この国のあらゆるところで、今日もこの声が響いています。 

 

本弁論では、職場のハラスメントに悩む労働者の現実と、この社会の改善について訴えます！ 

 

【現状】 

職場における「ハラスメント」。 

それは、人格否定をされる、暴言を吐かれる、など、職場で理不尽な攻撃を受けることを指し

ます。 

ハラスメントに悩まされている労働者は、その数、なんと、２６０万人。 

彼らから寄せられた声は、どれも切実です。 

「上司から土下座を強要され、灰皿を投げつけられた」 

「とても一晩ではこなせないような仕事を、自分にだけ押し付けられた」 

そうして追い詰められた彼らは、仕事に向かう足取りが重くなり、食事がのどを通らなくな

り、夜も眠れなくなる。 

その結果、５人に２人の被害者が、うつ病、睡眠障害などの精神疾患になっていってしまいま

す。 

 

 「そんな企業、さっさと辞めてしまえばいいじゃないか。」 

そう思う方もいるでしょう。 

ですが、労働者にとって、会社を辞めるという選択はあまりに重いもの。 

会社を辞めれば、再就職しなければなりません。しかし、日本の企業は新卒採用が8割！ 

日本において、中途採用の枠は小さいのです。 

その結果、ハラスメントを受けた労働者の約7割は、その企業に残ったまま、解決を模索するし

かありません。 

 

では、企業に残ったままハラスメントを解決する手段はあるのでしょうか。 

会社に直訴するという方法はどうでしょう。 

労働者にとって、企業に直接訴えることは、企業への反抗を意味します。 

そのため、企業から不当な扱いを受けることを恐れ、ハラスメントに対し、声を上げることが

できていません。 

実際に、連合の調査では、ハラスメント被害者の二人に一人が不当な扱いを恐れ、企業にハラ

スメントの相談を行っていないのです。 

 

それでもなんとか勇気を出して、会社に告発したとしましょう。 

しかし、実際に会社に告発した労働者のうち、なんと９割以上が、自主退職をせざるを得ない

状況に陥ってしまっています。 

 



 

つまり、ハラスメントに悩む被害者は、職場に残って働き続けるため、声を上げられないま

ま、耐えるしかない状況に置かれているのです。 

 

【問題点】 

これは大きな問題です。 

なぜなら、労働者の「ここで働きたい」という意思が、ハラスメントによって阻害されてしま

っているからです。   

労働者にとって今の仕事は、好きな仕事、待遇が良い仕事、やりがいを感じる仕事…替えの効

かないものです。 

しかし、そのやりがいある、理想の職場環境がハラスメントによって奪われています！ 

 

彼らはハラスメントという問題の被害者です。 

元あった理想の職場で、ただ、ただ働きたいだけです。 

 

にも関わらず、声を上げられない彼らは、ただおし黙る他ありません。 

 

【理念】 

私の理想とする社会は、ハラスメントに苦しむ労働者の声を救い上げる社会です。 

 

私はまだ学生です。 

これから社会に出て、実際に職に就くことになります。 

そんな時… 

上司に理不尽な要求をされる、よく分からない理由で怒られる。 

そんな職場で、私は働きたくはありません！！ 

もし将来、どうしようもない不条理にぶつかったとしても、その不条理を打破することができ

る、そんな社会で生きていきたいのです！ 

 

職場でのハラスメント。 

それは、もはや、労働者と企業の間で、解決できる問題ではありません！ 

企業よりももっと大きな存在、つまり国家が、労働者の声を、叫びを、受け止めてあげなけれ

ばならないのです。 

 

【原因】 

つまり、政府は、労働者と企業の間だけではどうしようもないこの問題に対し、労働者の声を

拾い上げ、解決しなければなりません。 

しかし、労働者の声は、政府に届いておらず、解決もされていないのです。  

なぜでしょうか？ 

 

その原因は、2点あります。 

１点目は、ハラスメントがどの職場で起きているか、政府が把握できていないことです。 

２点目は、ハラスメントを規制するための法律が存在しないことです。 

 

1点目について説明します。 

労働者の声を拾う手段の一つに、ストレスチェックがあります。 



 

この制度は、労働者が何に、どれだけストレスをためているか、マークシートなどを通して確

認するものです。 

ですが、この制度には大きな問題があります。それは、テストの結果を政府が把握できないこ

とです。 

ストレスチェックは、外部の専門の会社に委託されています。 

そして、テストの結果は労働者本人しか見ることができず、勤め先の企業も政府機関もテスト

の結果を確認できません。 

これにより、政府がハラスメントの実態を把握できないのです。 

 

続いて、２点目について説明します。 

もし仮に、国がハラスメントの存在を把握できたとしても、その状況を改善するために動くこ

とができない状況があります。 

国が介入するのであれば、その主体は労働問題を扱う労働基準監督署、労基署です。 

ですが、労基署は根拠となる法律がなければ、職場に介入することはできません。 

現在の日本では、ハラスメントを規制する根拠となる法律はありません。 

これでは、不利益扱いを恐れて声を上げることができない人々を救うことができません。 

 

これら２点の原因により、国はハラスメントの状況を把握できず、また介入することもできな

いのです。 

 

【プラン】 

これらの問題を解決するため、私は3点のプランを提示します。 

 

1点目のプランは、ストレスチェック制度をもちいて、政府がハラスメントの実態を把握できる

ようにすることです。 

ストレスチェックの結果を、労働者個人に返却するだけでなく、労基署へも提出するよう、ス

トレスチェックを実施する会社に義務付けます。 

これによって、どの職場でハラスメントが起きているのか、労基署が把握することができま

す。 

また、明確にハラスメントの実情を把握するために、ストレスチェックのテスト項目に、ハラ

スメントに関する質問を足します。 

こうすることで、政府が介入できる準備が整います。 

 

2点目のプランは、職場でのハラスメントを規制する法律を、制定することです。 

この法律を根拠とし、労基署の介入が可能になります。 

労基署は、調査権限を行使して、企業内でのハラスメントの原因を調査します。そして、判明

したハラスメントの原因を解消するために、労基署は改善に必要な指導を行います。 

具体的には、人事異動、研修、懲戒処分の中から、企業に改善策を選択させ、必ず実行するよ

う指導を行います。 

 

この2点のプランによって、政府がハラスメントの実態を把握し、労基署によって職場への介

入、改善をすることができるようになります！ 

 

 



 

ですが、これら２点のプランを導入すると、労基署の職員である労働基準監督官の業務が増加

してしまいます。 

労働基準監督官は現在でも不足しているため、監督官を増やすことは不可欠です。 

そこで３点目のプランとして、社会保険労務士、通称社労士を監督官として臨時雇用します。 

社労士とは、労務管理や社会保険について、経営者向けに相談や指導を行う国家資格の保有者

です。 

監督官と社労士は、公務員として労働者を守るのか、企業に協力して労働者を守るのかが違う

だけ。必要とする知識や職務領域はほとんど変わりません。 

そのため、社労士は2ヶ月ほどの研修を行えば、監督官としての職務を果たすことは十分可能と

なるのです。 

このプランにより、監督官の人数を現在の3219人から、5200人以上に増やすことを目指しま

す。 

 

以上３点のプランによって、ハラスメントに苦しむ労働者の声を、救い上げ、助けることがで

きるのです！ 

 

【締め】 

喪家の狗。檻に閉じ込められ、やつれてしまって元気のない犬のことです。 

私には、今もなお苦しみ続けている労働者が、この「喪家の狗」に思えて仕方がないのです。 

労働者がハラスメントという檻から解き放たれ、活き活きと仕事に打ち込んで欲しい。 

そう切に願って、本弁論を終了させていただきます。 

 

ご清聴、ありがとうございました！ 


